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東京海洋大学  海洋科学専攻科 
 



二　論理的思考能力、適切な判断力、社会に対する責任感をもって行動する能力

三　現代社会の大局化した諸課題について理解・認識し、対応できる実践的指導力

五　国際交流の基盤となる幅広い視野・能力と文化的素養

東京海洋大学の理念・目標

【大学の理念】

我が国が海洋立国として発展し、国際貢献の一翼を担っていくためには、国内唯一の海洋系大学
である東京海洋大学が、「海を知り、海を守り、海を利用する」ための教育研究の中心拠点となって
、その使命を果たす必要がある。このような基本的観点に立ち、本学は、研究者を含む高度専門職
業人養成を核として、海洋に関する総合的教育研究を行い、次の能力・素養を有する人材を養成
する。

人類社会の持続的発展に資するため、
海洋を巡る学問及び科学技術に係わる基礎的・応用的教育研究を行う。

【大学の人材養成と目標】

一　海洋に対する科学的認識を深化させ、自然環境の望ましい活用方策を提示し、実践する能力

四　豊かな人間性、幅広い教養、深い専門的知識・技術による課題探求、問題解決能力



【海洋科学専攻科ディプロマポリシー（卒業認定、学位授与に関する基本的な方針）】 

 

１．目指すべき人材像（個性、特色、魅力） 

海洋科学専攻科においては、水産及び海洋科学技術に関心を持ち、諸課題をグローバルな

観点から俯瞰し、自ら考え、解決するための知識と技術を持った海上技術に関する高度専門職

業人の養成を目指します。 

 

２．学生が身につけるべき能力、素養の目標 

(1)三級海技士（航海）および上級海技士のための専門知識 

(2)幅広い専門的知識 

船舶に関する構造・運航・管理、各種水産活動、海洋観測手法に関する幅広い専門知識 

(3)海上技術者として通用する実践力 

 （1）から（2）の専門知識に合わせて、救命講習、消火講習、乗船実習等を通して得た専門知識・

能力を総合し、現場における大局化した諸課題について主体的かつ実践的に探究・解決・行

動できる能力 

(4)自ら考え判断できる能力 

様々な情報にもとづいて、自ら論理的に考察し、的確な判断を下せる能力 

（5）豊かな国際性と高度な専門知識 

語学を含むコミュニケーション能力やプレゼンテーション能力、多様な社会・文化についての

理解力を兼ね備えた、高い国際的・文化的教養 

 

３．修了認定の要件 

所定の年限を在学し、７ヶ月の乗船実習を修了し、開講科目をすべて履修して、基準となる

成績以上を収めた学生に対して修了を認定し、修了証書を授与します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【海洋科学専攻科カリキュラムポリシー（教育の実施に関する基本的な方針）】 

 

１．教育課程編成の方針 

  海洋科学専攻科の授業科目は、国土交通省の船舶職員及び小型船舶操縦者法関係法令に

明記される教育の内容基準に準拠して構成されています。これらの科目の授業および実習等

を体系的に編成し、組織的教育を行います。また、国際化への対応として、語学科目における

英語の対話型授業を導入し、グローバルな課題への能動的・実践的な対応能力を育成します。 

 

２．教育課程実施の方針 

・三級海技士（航海）第一種養成施設として国の登録を受けており、当該養成施設としての教育

基準を満たしたカリキュラムを編成し実施します。 

・三級海技士（航海）第一種養成施設に関連して、免許講習（救命講習、消火講習、レーダー・自

動衝突予防援助装置シミュレータ講習、上級航海英語講習）機関として国の登録を受けており、

当該免許講習機関としての教育基準を満たしたカリキュラムを編成し実施します。 

・第一級海上特殊無線技士長期型養成課程として国の登録を受けており、当該養成課程として

の教育基準を満たしたカリキュラムを編成し実施します。 

・船舶衛生管理者養成課程として国の登録を受けており、当該養成施設としての教育基準を満た

したカリキュラムを編成し実施します。 

・電子海図情報表示装置講習として国の登録を受けており、当該講習実施機関としての教育基

準を満たしたカリキュラムを編成し実施成します。 

・幅広い知識と高度な技術を持った海上技術に関する高度専門職業人の養成のための教育基準

を満たしたカリキュラムを編成し実施します。 
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令和８（２０２６）年度海洋科学専攻科学事予定表 

年月 日 曜 事 項 

令和 8(2026)年 

４月 

 

７ 

８ 

１５ 

 

火 

水 

水 

 

入学式 

オリエンテーション 

授業開始 

６月 ２２ 

２３ 

２６ 

月 

火 

金 

救命講習 

この三日間は通常時限の授業を行わない。 

消火講習（繋船場） 

７月 

８月 

３１ 

３ 

金 

月 

試験最終日 

予備試験または補講日、授業終了（試験期間を含む。） 

８月 

 

８月 

４ 

～ 

１４ 

１５ 

火 

 

金 

土 

   

夏季休業 

 

「乗船実習」開始 

９月 １ 火 教務システムによる成績発表（乗船実習を除く） 

令和 9(2027)年 

３月 

 

１４ 

２５ 

 

日 

木 

 

「乗船実習」終了 

修了式 
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授業科目 担当教員 教　室　※

1

2 海上衝突予防法
林　敏史
宮崎　唯史

（１）-４２２室

月 3 航海学 内田　圭一 （１）-４２２室

4 航法学
會川　鉄太郎
坂口　雅之

（１）-４２２室

5

1

2 移動体工学 上野　公彦 (講)－３１教室

火 3 応用電子工学 井田　徹哉 (講)－３１教室

4 船舶衛生論 井上　泉 (講)－３１教室

5 海洋気象学 竹山　優子 (講)－３１教室

1 船舶安全学
宮坂　昌弘
岡　真也

（１）-４２２室　他※1

2 機関工学
熊谷　和哉
藤原　寿人

（１）-４２２室　他※1

水 3 航海学演習 （１）-４２２室　他※2

4 航海学演習 （１）-４２２室　他※2

5 航海学演習 （１）-４２２室　他※2

1

2 応用計測学 宮本　佳則 (講)－４２教室

木 3 航海計器学 床井　毅 (講)－４２教室

4 海事英語 佐藤　亜希子 (講)－４２教室

5 　 　

1

2 海事英語 佐藤　亜希子 (講)－３１教室

金 3 船舶運用学
宮崎　唯史
萩田　隆一

(講)－３１教室

4 船舶情報学
鶴澤　千絵子
坂口　雅之
岡　　真也

(講)－３１教室

5

時　　限 授業時間（105分）

１時限  8:30～10:15

２時限 10:25～12:10

３時限 13:00～14:45

４時限 14:55～16:40

５時限 16:50～18:35

内田　圭一
甘糟　和男
林　敏文
竹山　優子
浅井　咲樹
安倍　淳
安倍　航佑
鶴澤千絵子

※2                          
初回(4/15)は、品川キャンパ
ス　1号館 422教室で行う。
4月22日から6月10日までは
、越中島キャンパス第3実験棟
7階ECDIS演習室を使用する
。

※1
航海学演習が越中島キャンパ
スで実施される期間は、越中
島キャンパス1号館125教室で
実施する。

○ 6/26(金)消火講習
　(品川キャンパス繋船場)

○ 8/3(月) 試験予備日

○ 乗船実習

   8/15(土)～3/14(日)

○ 6/22(月)、6/23（火）
　救命講習

令和8（2026）年度海洋科学専攻科授業時間割表

備　考

【主な行事予定】

○ 4/15(水) 授業開始

2



３．学修の手引き
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〔１〕 授 業 料 に つ い て  
 

 本学では、授業料の支払い方法を原則として預金口座自動振替（口座引落し）としています。 

授業料は前期分が5月20日、後期分が11月20日に大学に届出をした銀行口座から引き落とされます。

（20日が土・日・祝祭日の場合は翌営業日）。前日15時までに授業料相当額を入金しておいてください。 

 また、前期分または後期分の授業料の引落ができず、督促してもなお納付されない場合は、未納学期の

学期末で除籍となります。なお、未納学期における修得単位は、認められません。 

 

〔２〕 修  業  年  限 
 

専攻科の修業年限は１年（休学期間を除く）であり、２年を超えて在学することはできません。 

 

〔３〕教務関係事項の通知及び連絡  

 

１．連絡方法  

教務課で行う学生への通知及び連絡は、学生メール・学内連絡・掲示板掲示にて行います。 

 学生は、毎日必ず学生メールや学内連絡の確認を行ってください。 

【通知及び連絡事項】 

○ 時間割表関係 

  休講、補講、集中授業、授業担当教員変更、開講曜日・時間変更 

○ 試験、レポート関係 

○ 実験・実習関係、呼出し 

２．窓口事務取扱時間 

 教務課の窓口事務取扱時間は9：00～17：00、証明書自動発行機の稼動時間は8：30～17：00 

 

〔４〕 証  明  書 
 

１．以下の証明書については、教務課窓口前エントランスに設置してある証明書自動発行機で発行します。 

「在学証明書」、「修了見込証明書」、「修了証明書」 … 和文・英文 

「成績証明書」、「通学定期券購入証明書」、「健康診断証明書」、「学割証」 … 和文 

２．上記以外の証明書については、諸証明書交付願に所要事項を記入して願い出なければなりません。この場

合の証明書の交付日は、申請日の約３日～１週間後です。 

３．卒業後、証明書の交付を希望する者は教務課教務係<k-kyomu1@o.kaiyodai.ac.jp>までお問い合

わせください。 
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〔５〕  欠    席  
 

 次の事由による場合のみ、欠席届を受け付けます。７日以上の病気（診断書を添付）、その他やむを得な

い事由（冠婚葬祭等で証明できるものを添付）による場合。なお、これ以外の場合は、担当教員に直接相談

して下さい。 

 
〔６〕  休    学  

 
  疾病、その他の特別の理由により２ヶ月以上修学することができない者は、学長の許可を得て休学するこ

とができます。 

 

１.休学の手続 

  休学の許可を得ようとする場合は、休学願に疾病の場合は医師の診断書、その他の場合は詳細な理由を

添付し、教務課総務係に提出しなければなりません。なお、提出に際しては事前に海洋科学専攻科長及び

教務課総務係と相談してください。 

休学願は希望開始日の一か月前までに必ず提出してください。（例）４月から休学：２月末まで 

提出期限内にできない場合は、教務課総務係窓口にお問い合わせください。 

２．休学期間 

  休学期間は通算して１年間までです。 

３.休学期間の授業料 

１．学期の初日(前学期は4月1日、後学期は10月1日)から休学する場合は、休学期間中 

    （月の途中までの休学の場合は、その前月まで）の授業料が免除されます。 

２．学期の途中から休学する場合については、前学期は5月1日、後学期は11月1日までに休学を開始

する場合に限り、授業料は4月分、10月分のみの徴収となり、休学を終了する月まで(月の途中ま

での休学の場合は、その前月まで)の授業料は免除されます。 

３．前学期は5月2日以降、後学期は、11月2日以降から休学する場合は、その学期の授業料の全額を

徴収します。 

なお、休学を遡ってすることは出来ません。 

     また、授業料の徴収猶予を受けている場合や、前・後学期にまたがって休学する場合についてはこの

とおりとは限りませんので、詳細については必ず教務課総務係にご確認下さい。 

 

〔７〕 復    学 
 

 休学期間中にその事由が消滅したときは、復学願を教務課総務係に提出し、学長の許可を受けなければ

なりません。休学期間満了の場合、自動的に復学となります。 

 復学した者は、復学の際に、月割計算によるその期の授業料を納付しなければなりません。 

 

〔８〕 退    学 
 

 退学しようとする者は、学長の許可を受けなければなりません。 

（退学の手続） 

 退学の許可を得ようとする場合は、退学願を教務課総務係に提出しなければなりません。 

 なお、提出に際しては事前に海洋科学専攻科長及び教務課総務係と相談してください。 

 各授業料納付期限の初日以降に退学の許可を受ける場合は、当該学期分の授業料を納付しなければな

りません。 

 ただし、分納を認められていた者は翌月から免除されます。 

 

5



〔９〕 学  籍  番  号  
 

１．学籍番号について 

 学籍番号は学生証（身分証明書）にある番号で、内訳は次のとおりです。 

全体を７桁とします。 

イ．頭数字の２桁は入学年度です。（西紀年号の下２桁を使用します。） 

ロ．３桁目は学部等区分です。海洋科学専攻科は７です。 

ハ．４桁目は学科等区分番号です。海洋科学専攻科は０です。 

ニ．下３桁は学生番号です。 

例：2670001  2026年度入学 海洋科学専攻科 学生番号 １番 

 

〔１０〕 願 ・ 届 等 一 覧  
 

 教務に関する主な願い出及び届出は、次のとおりです。 

 これらの適用欄の事由に該当することとなった場合は、学生自身が必要な手続きをしてください。 

願い出及び届出の用紙は、教務課に請求してください。 

 

１．教務関係  

  （願い出） 

種     別 提出先     摘              要 

追 試 験 願 

授業担当

教  員 

 

病気、その他やむを得ない事由で定期試験を受験できなかった者は、追試験

を受けることができます。（当該学期の定期試験終了後７日以内に提出 

すること。） 

  （届 出） 

種     別 提出先     摘              要 

欠 席 届 〃 
病気、その他やむを得ない事由で、７日以上授業を欠席する場合に教務課 

及び授業担当教員に提出します。（その都度提出すること。） 

 

２．学籍・証明書関係 

  （願い出） 

種     別 提 出 先 摘           要 

休  学  願           

復  学  願           

退  学  願           

総務係 事由が発生したとき 

なお、申請には海洋科学専攻科長の承認印が必要です。 

       

諸証明書交付願           
証明書自動発行機で           
発行できない証明書                     

教務係 事由が発生したとき（交付は約10日～2週間後） 

  （届 出） 

種     別 提 出 先 摘           要 

氏 名 変 更 届           

現 住 所 変 更 届 

保証人･保証人住所変更届 

総務係 

※変更は、教務シ

ステムでも可 

事由が発生したとき 

    〃 

〃 
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資　　格　　名 対　象　者 大学が発行する書類 資格の取得手続

乗船履歴証明書

船舶職員養成施
設修了証明書

※本学専攻科カリキュラムは「船舶局無線従事者証明」や「BRM訓練証明」は非対応です。
　（証明書の発行は不可です。）

修了者

海技士国家試験に合格後、国土交通省
地方運輸局等に「海技免状」と「修了証
明書」を添えて申請を行うことにより、資
格証明書が交付されます。（要個人申
請）

6 STCW訓練証明書
授業内で実施され
る訓練を修了した者

訓練証明書(英文)
訓練終了後、教務課教務係に申請する
ことで発行可能です。

1

3

一括申請の手続きを行うことにより、修
了と同時に免許状が交付されます。
（希望者は、４月中に教務課教務係に申
請書を提出してください。様式は教務課
教務係窓口にあります。）

9
（学内資格）
海洋観測士アドバンスド
　　コース（技術系）

海洋資源環境学部に
おいて海洋観測士
ベーシックコースを修
了した学生

海洋科学専攻科で所定の単位（応用計
測学・応用電子工学・航海計器学・海洋
気象学の計８単位）を修得すれば取得
できます。願い出により発行します。

修了認定書

8

4

5

2 海技免許講習（航海）

高等学校教諭
　専修免許状（水産）

高等学校教諭１種免
許状（水産）を取得す
るための単位を修得し
ている者

電子海図情報表示装置講習
（ECDIS講習）

7
漁船員条約資格証明
（STCW-F条約資格）

４．専攻科を修了した場合に取得可能な資格

所定の単位を修得
した者(海洋科学専
攻科進学前に学部
で所定の単位を修
得済みであること)

第一級海上特殊無線技士

大学が発行する証明書を、国土交通省
地方運輸局へ提出すれば筆記試験が免
除されるので、口述試験の受験手続を
行ってください。

修了者

一括申請の手続きを行うことにより、修
了してから数ヶ月後に免許証が交付さ
れます。（修了と同時に免許を受け取れ
るわけではありません。）個人申請はで
きません。

修了者

修了者
海技士国家試験に合格後、大学が発行
する証明書を、国土交通省地方運輸局
へ提出します。

修了後、国土交通省地方運輸局が指定
する書類に、大学の発行する証明書を
添えて提出すれば資格が取得できま
す。

三級海技士（航海）

登録免許講習修
了証明書

所定の単位を修得
した者(海洋科学専
攻科進学前に学部
で所定の単位を修
得済みであること)

船舶衛生管理者 単位修得証明書

海技士国家試験に合格後、大学が発行
する証明書を、国土交通省地方運輸局
へ提出します。

登録電子海図情
報表示装置講習
修了証明書

7



５．教室等案内図
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外階段 出入口

非常勤
講師室

玄関ホール
出入口

ｴﾝﾄﾗﾝｽ

１ 階
学務部事務室

倉庫

海洋スポーツ・

健康科学

実験室

大講義室

ＷＣ
（女）

ＷＣ
（男）

ＷＣ

物理

２２番　講義室実験
準備室

５
号
館

２ 階 外階段 物理学

実験室

大講義室

ＷＣ
（女）

２１番　講義室

５
号
館

３４番　講義室 ３２番　講義室

準備
室外階段 講義室 講義室３ 階

ＷＣ
(男女)

３５番 ３３番
３１番　講義室

４ 階

４４番　講義室 ４２番　講義室

講義室 講義室

講　義　棟

ＷＣ
(男女)

セミ
ナー
室

４５番 ４３番
４１番　講義室外階段
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2024年1月1日現在（4月
以降の見込を含む）

③１号館

415

研究室 野田 宮本

323

EV

405 406 409 410 411 412 413 414

419 418

ゼミ室 研究室 上野 研究室 戸田 甘糟

303 304 305 306

317

共通実験室 ゼミ室 共通研究室 共通研究室

315 316

豊福 ゼミ室

301 302 313 314

共通研究室(女)

ＷＣ 322 318

共通研究室

研究室

24

307 308 309 310 311 312

321 320 319

共通実験室

23

共通研究室
2
号
館

22

竹山

21

共通研究室

407 408401 402 403 404

共通研究室
研究室 内田 研究室 浅井 共通研究室

4 階
422

EV

417 416

共通実験室 ゼミ室
レーダシ

ミュレータ
室

共通研究室 共通研究室 共通研究室 共通研究室(男)

ＷＣ 421 420

３ 階
研究室 研究室 研究室 中東 三島 研究室

共通研究室
研究室 研究室 鶴我 高橋 研究室古山 真壁

213 214

共通実験室
研究室 吴

ソ
ー

ロ
ン

草
野

北
里

グ
ル
ッ

ド

研究室

207 208 209 210 211 212201 202 203 204 205 206

岡安 研究室

２ 階
221

EV

ＷＣ 220 219

野村 ゼミ室 研究室 稲津 研究室 岡安

218 217 216 215

共通実験室 ゼミ室 共通研究室 共通研究室 共通研究室 共通研究室(男)

14

教室

13

淵田 2
号
館

12

研究室

11

共通実験室

１ 階

共通実験室
共通実験室 研究室 研究室 尾張

101-2 120

109 110 111 112 113 114101-1 102 103 104 105 106 107 108

共通実験室 共通研究室 共通研究室 共通実験室WC
（女）

入口
共通研究室 共通研究室

119 118 117 116

入口

EV

多目的WC

共通研究室

研究室 井田 研究室

共通研究室

115

研究室 共通実験室 サーバー室 研究室 研究室 研究室

403

2024年1月1日現在（4月
以降の見込を含む）④２号館

講義室

100A講義室
100B

講義
室

100C

123
研
究
室

研
究
室

417

319

研究室

研究室

419

225

314

409407 408 425422
日中韓
プログ
ラム推
進室

125

董

２ 階

427
研
究
室

学
生
室

工
作
室

セミナー室

428

418 426

413

秋
山

423

情報
解析
室

415 421

宮
本

実
験
室

411405 406

429

研
究
室

424420

４ 階

資
料
室

実
験
室

暗室分
析
室

堀之内

標本室

標本室

岩田

311

ＥＶ

学生実験室

305

生物
作業
室

学生
研究
室

研究室 松本研究室

研究室

ＷＣ

３
号
館

セミナー室

200B

３
号
館

200A
ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ

(2)

学生研
究室

200C 200Ａ
ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ(1)

実験室
302

実験室
301

実験室

201

研究室

(男)

３ 階

210

学生
研究
室

情
報
処

理
室

ＷＣ 209

204

207

スト
ルス
マン

培養
準備室

206

横田

研
究
室

学生実験室

205

山本

203

院
生
室

202

学生演習室

研
究
室

EV

208 217

316

培養・
分析室

401 402

322

塩出

303

ＷＣ

212

研究室

320

実
験
室

二羽

実
験
室

315 317

実
験
室

321

実
験

準
備
室

412 414

研
究
室

院
生
室

416
実
験
室

研
究
室

313

410

ゼミ
ナー
ル室

306

404

培養
観察
室

318

研究室

310308

312309

（男）

(女)

307

北門
ＥＶ

304

研究室

126
標
本
室

124

飼
育
室

122

120

116

119

飼育室

113 121

研究室

127
恒
温
室

119-1

暗室

118109

研
究
室

出入口

レンタル
ラボ

(女)

レン
タル
ラボ

大学院実験室

ＷＣ

104

水槽室

分
析
室

EV

組織学実
験室

飼育室

実
験
室

１ 階

102

飼
育
室

101B

106 111

研
究
室

101A

１
号
館

機器
分析室

学生実験室

114ＷＣ

標本室

110
顕
微
鏡
室

107 108103 105

恒温室

恒温室

325

團
研
究
室

飼育室
実験室

院生室

326 327

324

実
験
室

飼育室
研究室

330 331

328 329 332

飼
育
培

養
室

濱崎

323
研
究
室

機械室

演
習
室

実験室

221

研究室

215214

117

219

226220218 223

佐野

研
究
室

研究室研究室矢澤

実
験
室

216 224

研究室

112 115

１
号
館

吉崎研究室

芳賀

加藤

遠藤
(雅)

227

研究室

222

壁谷

213

研
究
室

森田
市田
林

坂本
研
究
室

研
究
室

211

研究室 研究室研究室

11
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東京海洋大学専攻科規則 

  
平成16年 4月 1日海洋大規第  110号 

改正 平成17年 3月28日海洋大規第  274号 

改正 平成18年 1月10日海洋大規第274-2号 

改正 平成27年 1月22日海洋大規第    2号 

改正 平成28年 2月15日海洋大規第  125号 

改正 平成29年 2月16日海洋大規第  100号 

改正 平成31年 3月22日海洋大規第   55号 

改正 令和 2年10月 1日海洋大規第   98号 

改正 令和 3年 9月24日海洋大規第  102号 

     改正 令和 7年 1月28日海洋大規第  3号 

  

第1章   総則 

  

 （目的） 

第 1条 東京海洋大学専攻科（以下「専攻科」という。）は，海洋生命科学部及び海洋資源環境学部並びに水産系大学の

連携による船舶職員養成施設に関する協定大学（以下「協定大学」という。）の水産学部の卒業者に対し，精深なる学

術の理論とその応用についての教授と研究を行い，必要な資質を与え，水産及び海洋科学技術の発展に貢献するこ

とを目的とする。 

  

   第2章 組織 

  

 （専攻科） 

第2条 専攻科に次の専攻科及び専攻を置く。 

 海洋科学専攻科 海洋船舶運航システム学専攻 

2 海洋科学専攻科の収容定員等は，次のとおりとする。 

専攻科 専攻 入学定員 収容定員 

海洋科学専攻科 海洋船舶運航システム学専攻 40 40 

第3条 海洋科学専攻科に海洋科学専攻科長を置く。 

2 海洋科学専攻科長の選考に関する事項は，別に定める。 

  

   第3章 修業年限及び在学年限 

  

 （修業年限及び在学年限） 

第4条 専攻科の修業年限は 1年とする。 

2 学生は，2年を超えて在学することができない。 

  

   第4章 教育課程等 

  

 第1節 授業科目及び履修方法等 

  

 （授業科目及び履修方法等） 

第5条 専攻科における授業科目は，別表1に定めるとおりとする。 

2 授業科目を履修した場合は，その学修の成果を審査し，合格した者に対して所定の単位を与える。 
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3 前項の規定にかかわらず，第21条の規定により準用する東京海洋大学学則（平成16年海洋大規第100号。以下

「大学学則」という。）第54条第3号又は第4号の規定に基づき除籍となった学生に対しては，入学料納付期日の属

する学期又は授業料未納学期における単位を授与しない。 

4 学生は，修了に必要な所定の単位を修得しなければならない。 

5 その他履修方法等については，東京海洋大学海洋資源環境学部履修規則（平成29年海洋大規第89号）の規定を

準用する。 

  

 第2節 免許の取得に関する科目 

  

 （教員の免許状授与の所要資格の取得） 

第6 条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は，教育職員免許法（昭和24 年法律第 147 号）及び教

育職員免許法施行規則（昭和29年文部省令第26号）に定める所要の単位を修得しなければならない。 

2 専攻科において，当該所要資格を取得できる教員の免許状の種類は，次の表に掲げるとおりとする。 

専攻科 専攻 免許状の種類 教科 

海洋科学専攻科 海洋船舶運航システム学専攻 高等学校教諭専修免許状 水産 

3 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする学生は，別表 2 に定める授業科目の単位を修得しなければなら

ない。 

  

 （船舶職員養成施設の修了資格の取得） 

第7条 船舶職員養成施設の修了資格を取得しようとする学生は，専攻科入学前に所要の授業科目の単位を修得した

上で，別表3に定める授業科目の単位を修得しなければならない。 

  

 （海技免許講習の修了資格の取得） 

第8条 海技免許講習の修了資格を取得しようとする学生は，専攻科入学前に所要の授業科目の単位を修得した上で，

別表4に定める授業科目の単位を修得しなければならない。 

  

 （第一級海上特殊無線技士の資格の取得） 

第9条 第一級海上特殊無線技士の資格を取得しようとする学生は，専攻科入学前に所要の授業科目の単位を修得し

た上で，別表5に定める授業科目の単位を修得しなければならない。 

  

 （船舶衛生管理者の資格の取得） 

第10条 船舶衛生管理者の資格を取得しようとする学生は，専攻科入学前に所要の授業科目の単位を修得した上で，

別表6に定める授業科目の単位を修得しなければならない。 

  

 （電子海図情報表示装置講習の修了資格の取得） 

第 11 条 電子海図情報表示装置講習の修了資格を取得しようとする学生は，別表7 に定める授業科目の単位を修得

しなければならない。 

  

   第5章 入学 

  

 （入学資格） 

第12条 専攻科に入学することのできる者は，次の各号の一に該当する者とする。 

一 東京海洋大学（以下「本学」という。）の学生にあっては，所属学部の履修規則に定める進学の要件を満たして卒

業した者 

二 協定大学の水産学部を卒業し，船舶職員及び小型船舶操縦者法（昭和26 年法律第 149 号）で規定されている

科目及び所定の乗船実習を修得した者 
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第13条 前条の規定により入学を志願する者が第2条第2項に定める入学定員に満たない場合は，船舶の運航技術

について教育を行う大学の学部において，別に定める授業科目の単位を修得して卒業した者も入学を志願すること

ができる。 

  

 （入学志願手続） 

第14条 前2条の規定により入学を志願する者は，所定の期日までに入学願書その他必要書類に検定料を添えて提

出するものとする。 

2 前項の規定にかかわらず，第 12 条第 1 号により入学を志願する者については，所属学部の履修規則に定めるとこ

ろによる。 

3 納付した検定料は返還しない。 

  

 （入学者の選考） 

第15条 前条の入学者の選考については，別に定めるところにより行う。 

  

 （入学手続） 

第16条 前条の選考に合格した者の入学許可は，大学学則第26条の規定を準用する。 

2 納付した入学料は返還しない。 

  

   第6章 休学 

  

 （休学） 

第 17 条 疾病その他特別の理由により引き続き 2 月以上修学することができない者は，学長の許可を得て休学する

ことができる。 

2 休学期間は，通算して 1年を超えることができない。 

3 休学期間は，第4条の修業年限及び在学年限には算入しない。 

  

  

   第7章 修了 

  

 （修了） 

第18条 専攻科に 1年以上在学し，所定の課程を修了した者には，教授会の議を経て，学長が修了を認定する。 

2 学長は，修了を認定した者に対して，修了証書を授与する。 

3 修了証書の様式は，別記様式とする。 

  

   第8章 授業料等 

  

 （授業料等） 

第 19 条 授業料，入学料，検定料及び寄宿料の額並びに徴収方法等ついては，この規則に定めるもののほか，大学学

則の規定を準用する。 

2 第14条及び第16条の規定にかかわらず，本学の海洋生命科学部，海洋資源環境学部又は協定大学の水産学部を

卒業し，引き続き専攻科に入学する場合は，検定料及び入学料は徴収しない。 

  

   第9章 特別聴講学生 

  

 （特別聴講学生） 

第20条 他の大学との協議に基づき，当該大学の専攻科（海洋科学に関する専攻科で学長が特に認めたものに限る。）

の学生が特別聴講学生として入学し，専攻科の授業科目を履修することを認めることができる。 
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2 特別聴講学生の授業料等については，東京海洋大学学生交流に関する規則（平成16年海洋大規第187号）の規定

を準用する。 

  

   第10章 その他 

  

 （大学学則の準用） 

第21条 本規則に規定した以外の事項については，必要により大学学則を準用する。 

  

  

  附 則 

この規則は，平成16年4月1日から施行する。 

  附 則（平成17年海洋大規第274号） 

この規則は，平成17年3月28日から施行し，平成17年度入学者から適用する。 

  附 則（平成18年海洋大規第274－2号） 

この規則は，平成18年1月10日から施行する。 

  附 則（平成27年海洋大規第2号） 

この規則は，平成27年4月1日から施行する。 

  附 則（平成28年海洋大規第125号） 

この規則は，平成28年2月15日から施行する。 

  附 則（平成29年海洋大規第100号） 

1 この規則は，平成29年4月1日から施行し，平成33年度入学者から適用する。 

2 本学の海洋科学部を卒業し，この規則の適用日以後に専攻科に入学する学生にあっては，規則中，「海洋生命科学

部」とあるのは，「海洋科学部」と読み替えるものとする。 

  附 則（平成31年海洋大規第55号） 

1 この規則は，平成31年4月1日から施行する。 

2 平成31年3月31日に在学する者については，第5条第3項を除き，なお従前の例による。 

  附 則（令和2年海洋大規第98号） 

1 この規則は，令和3年4月1日から施行する。 

2 令和3年3月31日に在学する者については，この規則の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

  附 則（令和3年海洋大規第102号） 

1 この規則は，令和4年4月1日から施行する。 

2 令和4年3月31日に在学する者については，この規則の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則（令和7年海洋大規第3号） 

この規則は，令和7年4月1日から施行する。 
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別表１ 海洋科学専攻科（海洋船舶運航システム学専攻） 

 

科   目 単 位 備   考 

 海事英語 

 航海計器学 

 船舶衛生論 

 海上衝突予防法 

 航海学 

 船舶安全学 

 移動体工学 

 機関工学 

 海洋気象学 

 船舶運用学 

 応用計測学 

 航法学 

 応用電子工学 

 航海学演習 

 船舶情報学 

 乗船実習 

② 

② 

② 

② 

② 

② 

② 

② 

② 

② 

② 

② 

② 

③ 

② 

㉑ 

 ○印内の数字は必修科目の単位数を表す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7か月 

 

別表２ 教科及び教科の指導法に関する科目（水産） 

 

科   目 単 位 備   考 

 船舶衛生論 

 海上衝突予防法 

 航海学 

 船舶安全学 

 移動体工学 

 機関工学 

 乗船実習 

② 

② 

② 

② 

② 

② 

㉑ 
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別表３ 船舶職員養成施設の修了資格に関する科目 

 

科   目 単 位 備   考 

 航海計器学 

 船舶衛生論 

 海上衝突予防法 

 航海学 

 船舶安全学 

 移動体工学 

 機関工学 

 海洋気象学 

 船舶運用学 

 応用計測学 

 航法学 

 応用電子工学 

 乗船実習 

② 

② 

② 

② 

② 

② 

② 

② 

② 

② 

② 

② 

㉑ 

 

 

別表４ 海技免許講習の修了資格に関する科目 

 

科   目 単 位 備   考 

 海事英語 

 航海学演習 

② 

③ 

 

 

 

別表５ 第一級海上特殊無線技士の資格に関する科目 

 

科   目 単 位 備   考 

 海事英語 

 航海学 

 船舶情報学 

② 

② 

② 

 

 

別表６ 船舶衛生管理者の資格に関する科目 

 

科   目 単 位 備   考 

 船舶衛生論 

 乗船実習 

② 

㉑ 
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別表７ 電子海図情報表示装置講習の修了資格に関する科目 

 

科   目 単 位 備   考 

 航海学演習 

 乗船実習 

③ 

㉑ 
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授業科目名
開講学科・専攻
科目区分・専攻分野
対象学年 1年 10
単位区分 必 2単位
開講学期 前期 専攻科◆海洋科学専攻
曜日・時限 月２ １号館４２２
主担当教員
担当教員

授業のねらい（目標・内容・方法）

到達目標

講義実施形態

授業の計画

テキスト・教材・参考書・関連URLな
ど

予習・復習

成績評価の方法

成績評価の基準

教員との連絡方法あるいはオフィ
スアワー

その他履修上の注意

ナンバリングコード
使用言語

学習時間

ディプロマポリシーとの関連

SDGs（持続可能な開発目標）との
関連

海上衝突予防法
海洋科学専攻科　（共通）　（共通）
専攻科

クラス
単位数
授業形態
講義室

林 敏史
林 敏史、宮崎 唯史

船舶運航上最も基本となる法規である「海上衝突予防法」の条文内容を理解し、実務上での安全運航に寄
与できるように法令を修得することを目的とする。特に講義においては、過去の海難事故の事例を用いて事
故原因と法令の関係を解説する。なお授業はダウンロードや紙媒体での資料のほか、パワーポイントやホ
ワイトボードの視覚資料も使用して解説することにより学生の理解度向上をはかる。

海上衝突予防法を法規として完全に理解し、その法規を使用して船舶の安全運航技術を習得することを目
標とする。

該当する項目を除いて削除してください。ただし、注釈についてはそのまま掲載するため削除しないよう注
意してください。

対面・遠隔（オンデマンド）の併用

注）「併用」は、対面授業のリアルタイム同時配信、授業回毎に対面/遠隔授業を実施、またはこれら両方の
併用、いずれの場合も含みます。

海上衝突予防法を第１条から第４２条まで順次解説するとともに、関連した海難事故の事例を解説する。
１．海上衝突予防法の概要　　２.総則　　３．あらゆる視界における航法　　４．分離通行方式　　５．互いに
他の船舶の視野の内にある船舶の航法　　６．視界制限状態における船舶の航法
７．灯火及び形象物　　８．音響信号及び発光信号　　９．補則　１０．海上衝突予防法施行規則　１１．海上
衝突予防法が関連の海難審判例からグループでの発表会
国際海上衝突予防法と国内法との違いを明らかにし理解を深める。

授業資料として条文記載のプリントを配布する。パワーポイント資料・ホワイトボードを併用する。
引用文献は　COLREGs（国際海上衝突予防法）
　　http://www.mar.ist.utl.pt/mventura/Projecto-Navios-I/IMO-Conventions%20(copies)/COLREG-
1972.pdf
参考書は「図説　海上衝突予防法」　（福井淡・岩瀬潔　共著）

事前配布の講義内容や講義資料にて予習を要求し、復習として講義終了してから翌週までに関連した課題
の提出を課している。

日本語

①授業時間：30時間
②研究室活動：0時間
③予習：2時間
④復習：28時間
⑤プレゼン時間：2時間
⑥レポート作成：0時間
⑦試験準備：28時間
⑧教員との討議：0時間
⑨関連するセミナーへの参加：0時間
⑩他の研究室活動：0時間
⑪総学習時間：90時間

海上衝突の予防に関する国際法規を理解し、実際の衝突事故に関して説明し及び論理的に課題に対応す
ることができる。

人や国の不平等をなくそう
つくる責任 つかう責任
海の豊かさを守ろう

成績は、試験と課題レポートをもとに評価する。
評価の基準は、海上衝突予防法の法規としての体系的理解度、海上衝突予防法の法規としての存在と実
務上の安全運航の関係についての考察を勘案する。

海上衝突予防法に関する国際法規を理解し、実際の衝突事故に関して論理的に課題に対応することがで
きる。
必要に応じて随時下記のメールアドレスに連絡を行う
aurora@kaiyodai.ac.jp

レポート課題や小テスト等、授業内で返却可能なものはできる限り返却・解説する。
３回以上欠席の場合は不合格とする。

DA05A2041Ｊ00
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授業科目名
開講学科・専攻
科目区分・専攻分野
対象学年 1年 10
単位区分 必 2単位
開講学期 前期 専攻科◆海洋科学専攻
曜日・時限 月３ １号館４２２
主担当教員
担当教員

授業のねらい（目標・内容・方法）

到達目標

講義実施形態

授業の計画

テキスト・教材・参考書・関連URLな

予習・復習

成績評価の方法

成績評価の基準

教員との連絡方法あるいはオフィ
スアワー
その他履修上の注意
ナンバリングコード
使用言語

学習時間

ディプロマポリシーとの関連

SDGs（持続可能な開発目標）との
関連

航海学
海洋科学専攻科　（共通）　（共通）
専攻科

クラス
単位数
授業形態
講義室

内田 圭一
内田 圭一

内容：学部時の座学や乗船実習（航海当直・漁業実習・海洋観測）で習得した船舶運航に関する基礎知識を踏まえ
て、各種航法や航海計器およびそれらのハイブリッド化をはかった航法システムについての理論と応用、ならびに精
度など、航海学分野の全般を取り扱うこととし、漁船操業を含めて安全で経済的な船舶運航方法の理解を深める。

方法：学部で学んだ内容や乗船実習を通じて得た経験を踏まえたうえで、航海士として船舶を運航する際に何が必要
とされどのような点に注意が必要か、調べ考えた内容を発表形式で互いに議論し実践知を高めて行く。
目標：遠洋航海や漁業実習で、実務経験を積むために必要となる、基礎を固める。

航法システム等の航海学分野の全般について、安全で経済的な船舶運航方法の理解を深める事を目的とする。

対面・遠隔（オンデマンド）の併用

注）「併用」は、対面授業のリアルタイム同時配信、授業回毎に対面/遠隔授業を実施、またはこれら両方の併用、い
ずれの場合も含みます。

授業は、学生が事前に与えられた課題に対するレポートを授業中に発表し、その発表に対して討論をおこなう形式をとる。

　主な課題は次のようになる。
1　オートパイロット
2　地文航法における測位法
3　ジャイロコンパス
4　マグネットコンパス
5　水路書誌
6　台風・Weather Routing
7　レーダー
8　ARPA
9　船舶保安規定（SSP）
10　衛星測位装置
11　音響測深機・魚群探知機
12　航路標識・避険線
13　航海計画
14　ポート・ステート・コントロール（PSC）
15　大圏航法
16　潮汐および潮流
17　船速の計測方法
18　平均中分緯度航法・漸長緯度航法
19　AIS（船舶自動識別装置）
20　北極海航路

必要に応じて資料を配布する。

予習として授業の前までに与えられた課題について、文献等を検索してレポートを作成しておく。
海技士（航海）国家試験の基礎知識となるから授業後の復習を怠らないこと。

日本語

①授業時間　30
②研究室活動　0
③予習　15
④復習　15
➄プレゼン準備　12
⑥レポート作成　8
➆試験準備　10
⑧教員との討議　0
➈関連するセミナーへの参加　0
⑩他の研究室活動　0
⑪総学習時間　90

ディプロマポリシー「2．学生が身につけるべき能力、素養の目標」のうち（1）（2）（4）が以下の様に該当する。
（1）課題のテーマは、三級海技士（航海）および上級海技士のための専門知識を網羅している。
（2）幅広い専門的知識のうち、船舶に関する運航・管理に通用する実践力を学ぶ。
（3）様々な情報にもとづいて、自ら論理的に考察し、的確な判断を下せる能力と高度な専門知識を身に着けることを目
指す。

4 質の高い教育をみんなに
9 産業と技術革新の基礎をつくろう
14 海の豊かさを守ろう

【成績評価】
授業時の討論、発表内容等（５０点）、学期末試験（５０点）の合計１００点満点で評価する。

【成績評価】の平均点が６０点以上ならば合格、６０点〜７０点未満ならば可、７０点〜８０点未満ならば良、８０点以上
ならば優とする。

事前にメールで希望日時をお知らせ下さい。　kuchida@kaiyodai.ac.jp

DA05A2051Ｊ00
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授業科目名
開講学科・専攻
科目区分・専攻分野
対象学年 1年 10
単位区分 必 2単位
開講学期 前期 専攻科◆海洋科学専攻
曜日・時限 月４ １号館４２２
主担当教員
担当教員

授業のねらい（目標・内容・方法）

到達目標

講義実施形態

テキスト・教材・参考書・関連URLな
ど

予習・復習

成績評価の方法

成績評価の基準

教員との連絡方法あるいはオフィ
スアワー

その他履修上の注意

ナンバリングコード
使用言語

学習時間

ディプロマポリシーとの関連

SDGs（持続可能な開発目標）との
関連

航法学
海洋科学専攻科　（共通）　（共通）
専攻科

クラス
単位数
授業形態
講義室

會川 鉄太郎
會川 鉄太郎、坂口 雅之

船舶をはじめとする移動体の位置決定のための方法や原理について講義を行う。
特に天文航法に関する理論や技術の基礎的事項を理解する。

天体による移動体の位置決定についての方法や原理を習得し位置決定を行う。

対面又は遠隔（オンデマンド）
1.ガイダンス ＆　航法の歴史
2.レーダ・ＡＲＰＡ航法
3.電波航法
4.人工衛星航法
5.天球図法
6.時
7.天測歴による天体諸要素
8.高度改正
9.天体出没時
10.天体によるコンパス誤差測定
11.子午線正中時算法
12.天測による位置の線
13.作図による位置決定・索星
14.試験
1：授業計画の提示及び航法の歴史を紹介する。
2：レーダの原理からアプローチしてレーダ・ARPA航法を説明する。

13：位置決定のための作図方法、また天文航法で使用する星の探し方を説明する。
14：修了試験

授業の計画

8：天文航法における天体の高度改正を説明する。
9：天体の出没時間の求め方・定義を説明する。
10：天体を使用しコンパス誤差を測定する方法を説明する。
11：天文航法を理解する上で重要な子午線正中時算法を説明する。
12：天文航法で必要な情報の一つの位置の線の求め方を説明する。

3：電波航法で使用された過去の機器から最新機器を説明する。
電波航法の原理を説明する。
4：GPSの歴史・開発過程を踏まえ、最新の人工衛星航法を説明する。
5：天球図の基礎用語を図とともに説明する。
6：時の概念・天文航法で使用される用語・定義を説明する。
7：天測歴(Nautical Almanac)の使用方法・使用される用語を説明する。

教科書は使用しない。適宜,プリントを配布する。

予習：学部時の座学、実習等で行った地文航法、天文航法を理解しておくこと。
復習：授業毎に、前回の授業内容についての振り返りを行うので配布資料を復習しておくこと。

講義中の練習問題（５０％）定期試験（５０％）をもとに評価する。

以下の到達レベルをもって合格の最低基準とする。
１.　講義での練習問題を解く方法を理解できていること。
２.　遠洋航海で講義で学んだ知識を適用できること。

場所　海鷹丸
電話　090-3023-4355
メールアドレス　taikaw0@kaiyodai.ac.jp

14 海の豊かさを守ろう

この科目は「三級海技士（航海）第一種養成施設」として必要な科目である。

DA05A2121Ｊ00
日本語
授業時間： 22 時間
研究室活動： 0 時間
予習： 12 時間
復習： 28 時間
プレゼン準備： 0 時間
レポート作成： 0 時間
試験準備： 28 時間
教員との討議： 0 時間
関連するセミナーへの参加：0 時間
他の研究室活動：0 時間

総学習時間：90 時間
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授業科目名
開講学科・専攻
科目区分・専攻分野
対象学年 1年 10
単位区分 必 2単位
開講学期 前期 専攻科◆海洋科学専攻
曜日・時限 火２ (２)１００Ｂ
主担当教員
担当教員

授業のねらい（目標・内容・方法）

到達目標

講義実施形態

授業の計画

テキスト・教材・参考書・関連URLな
ど

予習・復習

成績評価の方法

成績評価の基準

教員との連絡方法あるいはオフィ
スアワー
その他履修上の注意
ナンバリングコード
使用言語

学習時間

ディプロマポリシーとの関連

SDGs（持続可能な開発目標）との
関連

移動体工学
海洋科学専攻科　（共通）　（共通）
専攻科

クラス
単位数
授業形態
講義室

上野 公彦
上野 公彦

波浪中の船舶の安全操船に関する事項，耐航性能，ならびに操縦性能等，実海域において必要とされる安
全運航に関する知識、漁船特有の操船・耐候性を習得することを目的とする。
海洋波に関する基礎知識を基に，海洋波中の船体運動について詳述し，安全運航に対する理解を深める。

波浪中の船舶の安全運航に関する事項と航海士として求められる事項を理解する。

対面・遠隔（オンデマンド）の併用

以下の内容について講義する。

1. 海洋波に関する基礎知識
2. 荒天追い波中における安全運航
3. 荒天向かい波中における安全運航
4. 制限水域における安全運航
5-7. 操縦性能
8-10. 復原力
10-11.貨物の取扱
12.捜索及び船位通報制度
13.乗組員の管理及び訓練

教科書は使用しない。適宜授業中にプリントを配布する。参考書は授業の時に紹介する。

授業内容について事前に調べておくこと，ならびに授業後にその内容について再度，整理・理解しておくこと
が望ましい。

日本語
授業時間： 30 時間
研究室活動： 0 時間
予習： 2 時間
復習： 30 時間
プレゼン準備： 0 時間
レポート作成： 0 時間
試験準備： 28 時間
教員との討議： 0 時間
関連するセミナーへの参加：0
時間
他の研究室活動：0 時間
総学習時間：90 時間

質の高い教育をみんなに
エネルギーをみんなに そしてクリーンに
働きがいも経済成長も
産業と技術革新の基礎をつくろう

最終課題レポート（40％），期末試験の成績（60％），および授業への積極的参加を勘案し，達成目標をクリ
アーしている場合のみ，60％以上の評価を与える。

以下の到達レベルをもって合格の最低基準とする。
（１）講義で学んだ専門用語を正確に理解している。
（２）与えられた課題を解くだけでなく、船の安全運航についての考えを示すことができる。

1号館409号室。随時，但し事前に連絡すること。 03-5463-0670   ueno@kaiyodai.ac.jp

無断欠席厳禁。
DA05A2071Ｊ00
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授業科目名
開講学科・専攻
科目区分・専攻分野
対象学年 1年 10
単位区分 必 2単位
開講学期 前期 専攻科◆海洋科学専攻
曜日・時限 火３ (講)３１番
主担当教員
担当教員

授業のねらい（目標・内容・方法）

到達目標

講義実施形態

授業の計画

テキスト・教材・参考書・関連URLな
ど

予習・復習

成績評価の方法

成績評価の基準

教員との連絡方法あるいはオフィ
スアワー

その他履修上の注意
ナンバリングコード
使用言語

学習時間

ディプロマポリシーとの関連

SDGs（持続可能な開発目標）との
関連

応用電子工学
海洋科学専攻科　（共通）　（共通）
専攻科

クラス
単位数
授業形態
講義室

井田 徹哉
井田 徹哉

この授業の目的は，海洋機器への導入が著しい電気電子工学の基礎的な事項を習得することである。電
子工学の基礎であるp型およびn型半導体を説明し，現代の航海計器や探査装置、電力制御装置、漁業機
械などに用いられるダイオードやLED，トランジスタ，サイリスタ／トライアック，電界効果トランジスタ，IGBT
などの構造や作動原理，使用方法などを説明する。そして，半導体素子を組み込んだ整流回路，平滑回
路，増幅回路，論理回路について説明する。また，無線工学の概要と回路計の取り扱いについても取り上
げる。

電気電子工学の基礎的事項を説明できる知識を習得することを目標とする。

対面

授業はおおよそ以下の内容を取り上げ、13回にわたって講義する。
1. 半導体［p型, n型, 真性半導体］
2. ダイオード［整流器, LED］
3. トランジスタ
4. サイリスタ／トライアック／MOSFET／IGBT
5. 電源回路
6. 増幅回路
7. 論理回路
8. 無線工学
9. 回路計

テキストと参考書は使用しない。必要に応じて資料を配布する。

復習を確実に行うこと。

日本語

①授業時間　30h
②研究室活動 0h
③予習 10h
④復習 30h
⑤プレゼン準備 0h
⑥レポート作成 5h
⑦試験準備 15h
⑧教員との討議 0h
⑨関連するセミナーへの参加 0h
⑩他の研究室活動 0h
⑪総学習時間 90h

https://www.kaiyodai.ac.jp/student/syllabus/curriculum-map.html

7 エネルギーをみんなに そしてクリーンに
9 産業と技術革新の基礎をつくろう
14 海の豊かさを守ろう

期末試験(100%)の結果から評価を行う．但し，開講学期中に課題を課した場合には，その評価を加算(最大
40%)し，全体を100%に換算して成績評価を行う.

学生の達成目標に挙げた項目を成績評価の基準として，主要な授業内容について最低限の到達が確認で
きた場合に60点以上の合格点を与える．授業に挑む姿勢に特筆すべき点が認められた場合には，評価に
対する加減点を考慮することがある．

予め電子メールでアポイントをとってください．
ida@kaiyodai.ac.jp

特になし
DA05A2131Ｊ00
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授業科目名
開講学科・専攻
科目区分・専攻分野
対象学年 1年 10
単位区分 必 2単位
開講学期 前期 専攻科◆海洋科学専攻
曜日・時限 火４ (講)３１番
主担当教員
担当教員

授業のねらい（目標・内容・方法）

到達目標

講義実施形態

授業の計画

テキスト・教材・参考書・関連URLな
ど

予習・復習

成績評価の方法

成績評価の基準

教員との連絡方法あるいはオフィ
スアワー

その他履修上の注意

ナンバリングコード
使用言語

学習時間

ディプロマポリシーとの関連

SDGs（持続可能な開発目標）との
関連

船舶衛生論
海洋科学専攻科　（共通）　（共通）
専攻科

クラス
単位数
授業形態
講義室

井上 泉
井上 泉
船員の健康管理を担当する船舶衛生管理者の資格取得のため、健康管理や疾病の基礎的知識を理解する。
船舶衛生管理者制度が初めて明確にされたのは、昭和37年の船員法である。「船舶に乗り組む医師及び衛生管理者
に関する省令」の中で、医師及び衛生管理者の業務として、労働生理、船内衛生、食品衛生、疾病予防、保健指導薬
物という項目をあげている。
平成10年伝染病予防法が廃止となり感染症法に変わり、明治30年以来の伝染病という用語は感染症となった。検疫
法も刻々と改正されている。
昭和61年初版の船舶衛生管理者教本は、平成27年に改定はなされているものの、これから船舶運用を目指す学生諸
君においては常に最新でかつ適切な衛生管理の知見を身につける必要がある。
そこで、原則として以下の授業計画に記したような観点について、重点的に授業する。 授業には、パワーポイントスラ
イド（ｐｄｆ）を用いる。

船舶衛生管理者として船員の健康管理上必要とされている最低限の知識を得ること。疾病予防や疾病対応、環境衛
生、労働衛生など保健の基本的知識を習得し、個々の船舶において、より良い衛生管理が行えること。

対面授業を原則とする [対面・遠隔（オンデマンド）の併用]

原則として、以下の順序で行う予定である（必要に応じて順序を変更することがあります）。

①産業保健総論・環境の衛生 (空気・水・照明・温熱・害虫）
②労働生理1 (骨・筋・神経・感覚器)
③労働生理2 (心・肺・消化器・腎・血液・内分泌)
④労働衛生1 有害業務(酸素欠乏症）
⑤労働衛生2 有害業務(騒音性難聴・有害光線による眼科疾患）
⑥労働衛生3 有害業務(熱中症・潜水病）
⑦労働衛生4 有害業務(有機溶剤および特定化学物質のリスクアセスメント・リスクマネジメント)
⑧労働衛生5 有害業務に係るもの以外(メンタルヘルス・過重労働)
⑨疾病対応1 (心肺蘇生・ＡＥＤ・アナフィラキシー)
⑩疾病予防・対策1 (生活習慣病)
⑪疾病予防・対策2 (感染症）
⑫疾病予防・対策3 (食中毒、ビタミン欠乏症・微量元素欠乏症)
⑬海外派遣時の対策 (予防接種)

学務システム上で授業実施日程の前に、使用するテキスト（第○回○○授業　ｐｄｆファイル）をアップロードするので、
各自確認すること（注意：次の授業実施日には、前回のｐｄｆが削除される可能性が高いので、1週間以内に確認してお
くこと）。
参考書：船舶衛生管理者教本　（船員災害防止協会）

授業をスムーズに理解するには、次のことについて授業回ごとに合わせて概ね1コマ105分の講義に対して2.3時間の
予習・復習が必要です。
（予習のあり方）授業計画にあげたテーマについて、船舶衛生管理者教本（船員災害防止協会）あるいは船舶衛生ガ
イド（ウエブサイト）を読み、当該回のポイントや疑問点を予め把握しておくこと。必要があれば質問して理解に努める
こと。
（復習のあり方）前回の授業内容について知識の整理をし、参考書を活用するなど自習をし、理解を深めておくこと。
次回の授業では、前回の内容を理解したという前提で話を進める。

日本語

授業時間：30時間
予習：15時間
復習：25時間
レポート作成：5時間
試験準備：15時間
総学習時間：90時間

3 すべての人に健康と福祉を
11 住み続けられるまちづくりを
26 パートナーシップで目標を達成しよう

講義内容の理解度と到達目標の達成度を、授業毎の小テストの結果（１～13回の講義小テストの合計点）を基に評価
する。

授業内容についての理解度と到達目標をクリアできているかを評価する。
60点以上を合格とする。

オフィス      ：保健管理センター内
オフィス電話  ：03-5463－0388 (または　0387)
オフィスアワー：随時対応しますが、予め電話等でアポイントをとってください。
iinoue0@kaiyodai.ac.jp

授業毎の小テストは、それぞれの授業毎に指示した提出期間内のみの実施とする。
質問や意見をするなど、授業への積極的な参加を期待する。

DA05A2031Ｊ00
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授業科目名
開講学科・専攻
科目区分・専攻分野
対象学年 1年 10
単位区分 必 2単位
開講学期 前期 専攻科◆海洋科学専攻
曜日・時限 火５ (講)３１番
主担当教員
担当教員

授業のねらい（目標・内容・方法）

到達目標

講義実施形態

授業の計画

テキスト・教材・参考書・関連URLな
ど

予習・復習

成績評価の方法

成績評価の基準

教員との連絡方法あるいはオフィ
スアワー

その他履修上の注意

ナンバリングコード
使用言語

学習時間

ディプロマポリシーとの関連

SDGs（持続可能な開発目標）との
関連

海洋気象学
海洋科学専攻科　（共通）　（共通）
専攻科

クラス
単位数
授業形態
講義室

竹山 優子
竹山 優子

漁船や商船など海上で作業を行うプラットフォームの安全や効率的な航海計画の設計に寄与すべく、本専
攻の学生に必要な専門的知識を修得することを目的として、特に気象学の基礎知識について学習する。
上記の知識を活用して球規模から日本周辺海域を含むメソスケールの気象現象について理解する。
これらの学習を通じ、ディプロマポリシーの目標とする「三級海技士（航海）および上級海技士のための専門
知識」や「海上技術者として通用する実践力」を育む。

気象学の基礎知識に加え，気象情報から現象を把握する考え方の習得を目的とする。

対面

注）「併用」は、対面授業のリアルタイム同時配信、授業回毎に対面/遠隔授業を実施、またはこれら両方の
併用、いずれの場合も含みます。

①　太陽系惑星と大気構成
②　地球大気の鉛直構造
③　大気の熱力学
④　水の状態変化と水分量
⑤　降水過程
⑥　大気における放射
⑦　大気の運動
⑧　大規模な大気の運動
⑨　メソスケールの気象

上記の内容を全13回の講義で実施し、第14回は定期試験を行う。

参考図書
小倉義光著「一般気象学　第二版補訂版」
東京大学出版会　ISBN 4130627252

購入は必須としないが、本書に沿って授業を進める。

参考図書を示し、自習できる環境を整えている。
また講義履修毎に、講義の内容に沿った「小テスト」から、全体的な理解度を確認している。

日本語

授業時間　　: 23 時間
研究室活動　： 0 時間
予習　　　　：10 時間
復習　　　　：27 時間
プレゼン準備： 0 時間
レポート作成： 0 時間
試験準備    ：30 時間
教員との討議： 0 時間
関連するセミナーへの参加：0　時間
他の研究室活動：0 時間
--------------------------
総学習時間：90 時間

船舶の航行に必要な気象学的現象を理解し，説明することができる．

7 エネルギーをみんなに そしてクリーンに
9 産業と技術革新の基礎をつくろう
13 気候変動に具体的な対策を

授業内の小テストおよび定期試験

小テストを20％、定期試験を80％で評価を行う。

質問、相談等は初回授業にて通知するメールアドレスにて受け付ける。

関数電卓を準備すること。
授業では計算にスマートフォンを使用してもよいが、定期試験では関数電卓のみを持込可とし、スマートフォ
ンの持込は認めない。

DA05A2091Ｊ00
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授業科目名
開講学科・専攻
科目区分・専攻分野
対象学年 1年 10
単位区分 必 2単位
開講学期 前期 専攻科◆海洋科学専攻
曜日・時限 水１ １号館４２２
主担当教員
担当教員

授業のねらい（目標・内容・方法）

到達目標

講義実施形態

授業の計画

テキスト・教材・参考書・関連URLな
ど

予習・復習

成績評価の方法

成績評価の基準

教員との連絡方法あるいはオフィ
スアワー

その他履修上の注意

ナンバリングコード
使用言語

学習時間

ディプロマポリシーとの関連

SDGs（持続可能な開発目標）との
関連

船舶安全学
海洋科学専攻科　（共通）　（共通）
専攻科

クラス
単位数
授業形態
講義室

宮坂 昌弘
宮坂 昌弘、岡 真也

船舶職員養成施設の必須科目であり、漁船を含む船舶の安全に関する事項を担当教員の航海士としての
経験をもとにして、実務的な面から広範囲に解説し、船舶安全の基礎知識を習得することを目的とする。

船舶安全の基礎知識を習得することを目的とする。

対面・遠隔（オンデマンド）の併用

注）「併用」は、対面授業のリアルタイム同時配信、授業回毎に対面/遠隔授業を実施、またはこれら両方の
併用、いずれの場合も含みます。
以下の内容を順を追って講義するが、船舶安全上参考になるような海難事故等が発生した場合はそのこと
についても適宜解説を加える。

第1回　 船舶の安全に関する法令、規則、条約等
第2回　 海難（事例）
第3回　 ＩＭＯと条約（ＳＯＬＡＳ条約等）について
第4回　 船舶の安全に関わる設備や操船について 1
第5回 　船舶の安全に関わる設備や操船について 2
第6回　 海難について
第7回　 船内労働災害
第8回　 船舶の保安（ＩＳＰＳコード等）
第9回　 ヒヤリハットと事故防止 1
第10回　ヒヤリハットと事故防止 2
第11回　ＫＹＴについて
第12回　災害時の非常措置 1
第13回　災害時の非常措置 2
第14回　修了試験

教科書は使用しない。適宜,プリントを配布する。

事前に配布したプリントは、次回講義で使用するので、良く目を通し予習しておくこと。

日本語
授業時間： 22 時間
研究室活動： 0 時間
予習： 15 時間
復習： 30 時間
プレゼン準備： 0 時間
レポート作成： 5 時間
試験準備： 18 時間
教員との討議： 0 時間
関連するセミナーへの参加：0 時間
他の研究室活動：0 時間

総学習時間：90 時間

14 海の豊かさを守ろう

試験の成績(50％)及び授業への取り組み態度(50％)を勘案して評価する。

以下の到達レベルをもって合格の最低基準とする。
１.　講義で出題する練習問題の内容が理解できていること。
２.　講義で学んだ知識を航海で応用することができること。

随時対応します。あらかじめ連絡をお願いします。
場所　品川キャンパス1号館4階414研究室
電話03-5463-0486
メールアドレス　noda@kaiyodai.ac.jp

海技必修科目であるから、三級海技士免許を取得するためには履修が必要である。
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授業科目名
開講学科・専攻
科目区分・専攻分野
対象学年 1年 10
単位区分 必 2単位
開講学期 前期 専攻科◆海洋科学専攻
曜日・時限 水２ １号館４２２
主担当教員
担当教員

授業のねらい（目標・内容・方法）

到達目標

講義実施形態

授業の計画

テキスト・教材・参考書・関連URLな
ど

予習・復習

成績評価の方法

成績評価の基準

教員との連絡方法あるいはオフィ
スアワー

その他履修上の注意
ナンバリングコード
使用言語

学習時間

ディプロマポリシーとの関連

SDGs（持続可能な開発目標）との
関連

機関工学
海洋科学専攻科　（共通）　（共通）
専攻科

クラス
単位数
授業形態
講義室

熊谷 和哉
熊谷 和哉、藤原 寿人

主機・軸系・補機など運航に必要な船舶搭載機器について、構造・作動・取扱いなど航海士あるいは船舶運
航管理者として知っておくべき基本的知識を習得し、さらに機器を安全かつ効率的に運転・管理できる能力
を身につける。あわせて、環境汚染防止装置や冷凍冷蔵装置（魚艙）の役割や仕組みを通じて、環境への
配慮について学ぶ。
理解を深めるために、プロジェクタを用いてビジュアルな授業にする。

船舶搭載機器の構造や取扱い等について、基本的な説明をすることができる。

対面・遠隔（リアルタイム・オンデマンド）の併用

注）「併用」は、対面授業のリアルタイム同時配信、授業回毎に対面/遠隔授業を実施、またはこれら両方の
併用、いずれの場合も含みます。
以下の内容を講義する。

1.熱機関に関する基礎
2.内燃機関の原理
3.ディーゼル機関の構造
4.ディーゼル機関の性能
5.ガソリン機関
6.外燃機関の概要
7.軸系･プロペラ
8.主機関と可変ピッチプロペラの遠隔制御装置
9.速度と経済性
10.ポンプ
11.油圧装置
12.環境汚染防止装置
13.冷凍冷蔵装置
14.燃料と潤滑剤
15.機関算法

事前に授業資料をLiveCampusにてpdfファイル等で配布する。必要に応じてPowerPointを使用する。

（予習のあり方）：事前に配布した資料についての予習をしておくことが望ましい。
（復習のあり方）：配布された資料に口頭で説明した事柄を記入し、講義内容について毎回まとめておく。

日本語
授業時間：30時間、研究室活動：0時間、予習：2時間、復習28時間、プレゼン準備0時間、レポート作成：0時
間、試験準備：30時間、
教員との討議：0時間、関連するセミナーへの参加時間：0時間、他の研究室活動：0時間、総学習時間：90時
間

7 エネルギーをみんなに そしてクリーンに
9 産業と技術革新の基礎をつくろう
14 海の豊かさを守ろう

講義内容の理解度を、授業中の小テストと定期試験の結果をもとに評価する。

小テストの正答率、定期試験の得点率から到達目標の達成度を測り、｢一部に改善が必要であるが、おお
むね達成できている｣の基準を上回っている場合に合格とする。

必要に応じて随時下記のメールアドレスにて連絡を行う
kumagae@kaiyodai.ac.jp
f-hisato@kaiyodai.ac.jp
随時対応しますが、船舶の運航状況等により返信が遅れる場合があります。

なし
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授業科目名
開講学科・専攻
科目区分・専攻分野
対象学年 1年 10
単位区分 必 3単位
開講学期 前期 専攻科◆海洋科学専攻
曜日・時限 水３、水４、水５ １号館４２２
主担当教員
担当教員

授業のねらい（目標・内容・方法）

到達目標

講義実施形態

授業の計画

テキスト・教材・参考書・関連URLな

予習・復習

成績評価の方法

成績評価の基準

教員との連絡方法あるいはオフィ
スアワー

その他履修上の注意

ナンバリングコード
使用言語

学習時間

ディプロマポリシーとの関連

SDGs（持続可能な開発目標）との
関連

航海学演習
海洋科学専攻科　（共通）　（共通）
専攻科

クラス
単位数
授業形態
講義室

内田 圭一
内田 圭一、甘糟 和男、林 敏史、竹山 優子、浅井 咲樹、鶴澤 千絵子、安倍 淳、安倍 航佑
目標：航海士として船舶を運航するために必要となる基礎的な実務を演習形式で行い，実務能力を養う。
内容：これまでの乗船実習や授業で培ってきた内容をフィードバックしながら，専攻科の仕上げの航海である遠洋航海
に向けて，航海計画の立て方や応急部署訓練の概要の理解，救命具の扱い方の習得，レーダシミュレータを用いた
ブリッジワークの訓練，ECDISシミュレータを用いた航海計画・船舶運航の訓練などを行う。この授業は、海技士免許
の取得に必要なレーダーARPAシミュレータ講習、STCW条約の基本訓練である消火救命に関する演習、ECDIS限定
解除に必要となるECDISジェネリック訓練に該当する。
方法：本授業の一部は免許講習であり、実習は関連法令に則った方法で実施している。

安全で適切な船橋当直実務の理解を深める。

対面
以下の内容を講義する。

第1回　ガイダンスとECDIS演習Ⅰ
第2,3回　ECDIS演習Ⅱ
第4,5回　ECDIS演習Ⅲ
第6,7回　ECDIS演習Ⅳ
　ECDISシミュレータを使用してECDISの概要，ECDISを用いた航海，航海計画，データの更新，トラブル対処，適切な
運用を学習する。ECDISを取り扱うための法定講習の一部である。
第8回～10回　航海計画と船橋資源管理
　東京湾での航海計画を通じて，港則法，海上交通安全法，その他関連する条例を学習し、東京湾をレーダーシミュ
レータ上で航行し，船橋資源管理（ブリッジ・チーム・マネジメント）の基礎を学ぶ。
第11,12回　レーダー講習
　レーダーシミュレータによるプロティング、自動衝突予防援助装置の使用などについて実習する。
第13回～17回
　救命・消火講習（法令に基づいた免許講習の一部である。）
　救命講習（館山湾内支所を基地として、イマージョンスーツおよびライフジャケットの着用，運用を実習する。また，ラ
イフラクトの展張および復正を実習する。）
　消火講習（品川キャンパス繋船場において，実際の火災の消火実習，各種消火器の操作実習，自給式呼吸器の操
作及び装着実習を行う。）

必要に応じてプリントを配布する。

（予習のあり方）
・提示した課題を授業前までに終了してから受講すること。
（復習のあり方）
・実習航海で応用できるように，各自で乗船する船舶や航行海域を想定して，学習を深めていく。

日本語

①授業時間 30H
②研究室活動 0H
③予習 15H
④復習 15H
➄プレゼン準備 0H
⑥レポート作成 0H
➆試験準備 0H
⑧教員との討議 0H
➈関連するセミナーへの参加 0H
⑩実習活動 30H
⑪総学習時間 90H

ディプロマポリシー「2．学生が身につけるべき能力、素養の目標」のうち以下が関連する。
（1）三級海技士（航海）および上級海技士のための専門知識
（2）幅広い専門的知識のうち船舶に関する構造・運航・管理に関する幅広い専門知識
（3）海上技術者として通用する実践力
　演習では、特に(1)から(2)の専門知識に合わせて、救命講習、消火講習、ECDIS講習、レーダーARPA講習を通して
得た専門知識・能力を総合し、現場における大局化した諸課題について 主体的かつ実践的に探究・解決・行動できる
能力を身に着けることを目指している。
（4）自ら考え判断できる能力として、様々な情報にもとづいて、自ら論理的に考察し、的確な判断を下せる能力を各講
習を通じて養っている。

4 質の高い教育をみんなに
9 産業と技術革新の基礎をつくろう
14 海の豊かさを守ろう

提示した課題と出席状況，および授業に取り組む姿勢と習熟度から評価して判断する。

ECDIS演習については最終試験で60点以上を合格とする。
航海計画と船橋資源管理については、出席の有無で評価する。
レーダ講習は、レーダープロッティングの解の誤差が速力については±10％、針路については±5％以内を合格とす
る。
救命・消火講習については、出席の有無で評価する。

メールで事前に希望日時をお知らせ下さい。　kuchida@kaiyodai.ac.jp

本授業の一部は免許講習に該当するので，欠席は同講習修了証書の発行ができないので注意すること。
また各実習の実施にあたっては事前にその概要を説明する。
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授業科目名
開講学科・専攻
科目区分・専攻分野
対象学年 1年 10
単位区分 必 2単位
開講学期 前期 専攻科◆海洋科学専攻
曜日・時限 木２ (講)４２番
主担当教員
担当教員

授業のねらい（目標・内容・方法）

到達目標

講義実施形態

授業の計画

テキスト・教材・参考書・関連URLな

予習・復習

成績評価の方法

成績評価の基準

教員との連絡方法あるいはオフィ
スアワー

その他履修上の注意

ナンバリングコード
使用言語

学習時間

ディプロマポリシーとの関連

SDGs（持続可能な開発目標）との
関連

応用計測学
海洋科学専攻科　（共通）　（共通）
専攻科

クラス
単位数
授業形態
講義室

宮本 佳則
宮本 佳則

海洋や水産の場で必要となる海中計測技術の基礎と応用を習得することを目的とする。特に，海中の生物
や地形、漁場の形状の計測に関わる音響技術については，計測の原理，調査技術，最新の調査法などを
体系的に講義する。海中研究や調査に関わる技術についても基礎と応用分野を講義する。航海計器学と
合わせて，海洋における計測技術の全体をカバーする。また，論理的な思考力，問題解決力も身につけら
れる様に講義する。漁船の操業における探魚や漁場の海底地形を把握することで効率的で安全な操業に
必要な知識をも学ぶ。
　各授業で演習問題を与えることで，自分で考えて基本原理を理解する能力を養う。

海中計測技術の基礎と応用を習得することを目標とする。

対面・遠隔（オンデマンド）の併用
注）「併用」は、対面授業のリアルタイム同時配信、授業回毎に対面/遠隔授業を実施、またはこれら両方の
併用、いずれの場合も含みます。

以下の内容を講義する。
1）船舶機器の規格制定
2) 海洋音響の基礎（海洋計測，音波，送受波，伝搬，反射，デシベル）
3）魚群探知機（原理，種類，仕組み，エコーグラムの見方，使用法）
4）ソナー（原理，種類，仕組み，エコーグラムの見方，使用法
5）音響手法による水産資源料調査（水産資源料調査，計量魚群探知機，較正，調査手法，資源量の求め
方）
6）測深と海底の調査（測深の歴史，音響測深，海底面調査）
7）計測プラットフォーム（船，潜水艇，曳航体，ブイ）
必要に応じてプリントを配布する。

予習のあり方）
・「授業の計画」にあげた内容についての予習をしておくことが望ましい
（復習のあり方）
・授業内容で関心を持った点について参考書等で調べたり、論文等を読むなどとして理解を深める。
・配布されたプリントを授業ノートに貼り付けて整理を行うとともに、講義内容について毎回まとめておく。

日本語

授業時間： 30 時間
研究室活動： 0 時間
予習： 2 時間
復習： 20 時間
プレゼン準備： 2 時間
レポート作成： 8 時間
試験準備： 28 時間
教員との討議： 0 時間
関連するセミナーへの参加：0 時間
他の研究室活動：0 時間
総学習時間：90 時間

4 質の高い教育をみんなに
9 産業と技術革新の基礎をつくろう
14 海の豊かさを守ろう

レポート及び定期試験を総合して判断する。

① 応用計測学の講義内容が理解できているか。
② 主たる海洋計測計器の重要な機能を理解できているか。
において、達成目標をクリアーしている場合のみ、60%以上の評価を与える。

尚、出席日数が講義回数の２／３に満たないものは不合格とする。

随時。ただし事前にメールにて連絡すること。
miyamoto@kaiyodai.ac.jp

レポートの提出期限を守る。止むを得ず欠席する場合は、事前に欠席届を提出すること。
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授業科目名
開講学科・専攻
科目区分・専攻分野
対象学年 1年 10
単位区分 必 2単位
開講学期 前期 専攻科◆海洋科学専攻
曜日・時限 木３ (講)４２番
主担当教員
担当教員

授業のねらい（目標・内容・方法）

到達目標

講義実施形態

授業の計画

テキスト・教材・参考書・関連URLな
ど

予習・復習

成績評価の方法

成績評価の基準

教員との連絡方法あるいはオフィ
スアワー

その他履修上の注意

ナンバリングコード
使用言語

学習時間

ディプロマポリシーとの関連
SDGs（持続可能な開発目標）との
関連

航海計器学
海洋科学専攻科　（共通）　（共通）
専攻科

クラス
単位数
授業形態
講義室

床井　毅
床井　毅

主たる航海計器であるレーダー、GPS、ECDISなどを例に、社会に出て役立つ航海計器の基礎および応用
を習得することを目標とする。また、関連する事項として電波、測位誤差および統計解析を含む信号処理の
基礎についての習得もめざす。これらの講義を通じて、安全で効率的な航海や安全な漁場探査や操業の効
率化（操業データマッピング）に寄与する。
講義の都度、資料を配布し、その資料に基づいて授業を行う。また、講義の内、1回ないし2回パソコンを用
いたＥＣＤＩＳの実習とし、実際の航海計器の理解を深める。

主たる航海計器であるレーダー、GPS、ECDISなどの動作原理およびそれらの主たる機能を習得することを
目標とする。
対面・遠隔（オンデマンド）の併用

注）「併用」は、対面授業のリアルタイム同時配信、授業回毎に対面/遠隔授業を実施、またはこれら両方の
併用、いずれの場合も含みます。

以下の内容を講義する。
           （１）　航法全般について

            （２）　レーダーの概要
           （３）　ＡＲＰＡ（ＴＴ）について

            （４）　ＥＣＤＩＳについて
         （５）　ＭＦＤ（多目的表示端末）について

         （６）　ＩＮＳ（統合型航法システム）について
            （７）　ＡＩＳについて

            （８）　ＧＮＳＳについて
    （９）  ＧＮＳＳの展開（キネマテックＧＰＳ、ＧＰＳコンパス等)および動向について

      （１０）海上通信（DF、FAX、DSC、NAVTEX、EPIRB等）について
          （１１）衛星通信の動向について
          （１２）ＶＤＲ、ＢＮＷＡＳについて

（１３）航海計器の標準化について   

毎回資料を配布する。
適時、参考資料を紹介する。

（予習）
・「授業の計画」にあげた内容についての予習をしておくことが望ましい。特に電気電子に関する基礎知識を
事前に習得しておくとよい。
（復習）
・授業内容で関心を持った点について参考書等で調べたり、論文等を読むなどして理解を深める。
・配布された資料をファイルに綴じ整理を行うとともに、講義内容について毎回まとめておく。

日本語

授業時間： 25時間、研究室活動： 0時間、予習： 15時間、復習： 15時間、プレゼン準備： 20時間
レポート作成： 15時間、試験準備： 0時間、教員との討議： 0 時間、関連するセミナーへの参加：0時間
他の研究室活動：0 時間　　　総学習時間：90 時間

9 産業と技術革新の基礎をつくろう

講義の最終日に課題を与え、レポートを提出させる。そのレポートの採点結果により成績の評価を行う。
また、毎回授業時に出題する課題の回答結果も参考にし総合的に評価を行う。

① 航海計器の原理が理解できているか。
② 主たる航海計器の重要な機能を理解できているか。
において、達成目標をクリアーしている場合のみ、60%以上の評価を与える。
尚、出席日数が講義回数の2/3に満たないものは不合格とする。

Eメールによる。　tokoi.takeshi@jrc.co.jp

レポートの提出期限を守る。止むを得ず欠席する場合は、事前に欠席届を提出すること。

DA05A2021Ｊ00
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授業科目名
開講学科・専攻
科目区分・専攻分野
対象学年 1年 10
単位区分 必 2単位
開講学期 前期 専攻科◆海洋科学専攻
曜日・時限 木４、金２ (講)３１番、(講)４２番
主担当教員
担当教員

授業のねらい（目標・内容・方法）

到達目標

講義実施形態

授業の計画

テキスト・教材・参考書・関連URLな
ど

予習・復習

成績評価の方法

成績評価の基準

教員との連絡方法あるいはオフィ
スアワー

その他履修上の注意

ナンバリングコード
使用言語

学習時間

ディプロマポリシーとの関連

SDGs（持続可能な開発目標）との
関連

海事英語
海洋科学専攻科　（共通）　（共通）
専攻科

クラス
単位数
授業形態
講義室

佐藤 亜希子
佐藤 亜希子
海上・港湾等での業務及び国際交流の場で必要とされる、英語によるコミュニケーション能力を養成するこ
とを目標とする。語彙力を増強しながら正確なリスニング力とスピーキング力をつけることに重点を置く。よっ
て授業はリスニングとスピーキングのスキルを訓練する演習形式を中心に行われ、学生の積極的な授業参

   加が求められる。

・学んだ語彙や文法を正しく使いこなせるようになる。
・円滑なコミュニケーションに必要なリスニングとスピーキングのスキルを身につける。
・異なる文化や他者への理解を深めると共に、様々な視点から物事を見ることができる国際感覚を養う。
  

対面

配布資料を使った演習問題に加えて、テキストを以下の予定で進める。

第1回　ガイダンス 及び Unit 1 Traveling by plane (Singapore)
第2回　Unit 2 Buying a train ticket (London)
第3回　Unit 3 Accommodation and food (Edinburgh)
第4回　Unit 4 Doing a homestay (Vancouver)
第5回　Unit 5 Crossing the border (Canada-US boarder)
第6回　Unit 6 Visiting a museum (Seattle)
第7回　Unit 7 One-day tour (Delhi/Agra)
第8回　Unit 8 At a company office (Bangkok)
第9回　Unit 9 Dealing with illness (Shanghai)
第10回  Unit １0 Taking a taxi (Paris)
第11回  Unit １1 At a conference & Unit １2 Conference presentation (Berlin)
第12回  Presentation　①
第13回  期末試験 & Presentation ②

“English for Exploring the World: Developing Communication Skills" (EIHOSHA)　2,500 yen + tax　ISBN:
978-4-269-66059-5

予習として、テキストの各UnitのWarm upを行い、授業でディスカッションができるように事前に準備しておく
こと。復習として、毎回の授業における新出語彙を再確認し、小テストに備えること。授業外でもテキストの
音声を繰り返し聴き、積極的にリスニング力の向上に努めること。
概ね1時間の授業に対して2時間の予習・復習が必要である。

日本語、英語

授業時間：30時間、予習：20時間、復習：30時間、試験準備:10時間、総学習時間：90時間

１１　住み続けられるまちづくりを
１２　つくる責任　つかう責任

平常点（小テスト、授業内での取り組み、課題提出）（50%）、プレゼンテーション (20%）、期末試験（30%）を総
合的に評価する。

小テストと定期試験の得点率、授業内の発表と提出された課題の内容から到達目標の達成度を測り、「一
部に改善が必要であるが、おおむね達成できている」の基準を上回っている場合に合格とする。

akikomarine20@gmail.com

・教科書と辞書は毎回の授業に持ってくること。
・就職活動で欠席する場合は、欠席した日の分の課題を後日提出すること。

DA05A2011X00
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授業科目名
開講学科・専攻
科目区分・専攻分野
対象学年 1年 10
単位区分 必 2単位
開講学期 前期 専攻科◆海洋科学専攻
曜日・時限 金３ (講)３１番
主担当教員
担当教員

授業のねらい（目標・内容・方法）

到達目標

講義実施形態

授業の計画

テキスト・教材・参考書・関連URLな
ど

予習・復習

成績評価の方法

成績評価の基準

教員との連絡方法あるいはオフィ
スアワー

その他履修上の注意

ナンバリングコード
使用言語

学習時間

ディプロマポリシーとの関連

SDGs（持続可能な開発目標）との
関連

船舶運用学
海洋科学専攻科　（共通）　（共通）
専攻科

クラス
単位数
授業形態
講義室

萩田 隆一
萩田 隆一、宮崎 唯史

船舶運用に関し、以下の知識を基に体系的な思考ができる能力を習得する。
１. 一般的な知識　　　　船体名称・構造・設備
２. 安全運航必要な知識　復原性・トリム・操縦性能・操船
３. 法規に関する知識       国際条約・国内法・勧告

船舶の構造・設備、特性、運用に関する基礎知識の習得を目標とする。

対面・遠隔（オンデマンド）の併用

注）「併用」は、対面授業のリアルタイム同時配信、授業回毎に対面/遠隔授業を実施、またはこれら両方の
併用、いずれの場合も含みます。

１．船舶の一般的知識（構造・設備
２．船体抵抗・推進性と漁船の特性
３．船体抵抗・推進性と漁船の特性
４．船舶の整備
５．船体整備作業
６．船舶の復原性
７．船舶の復原性
８．船体構造
９.錨泊法
１０．特殊操船
１１．氷海航法

パワーポイント・ホワイトボードを併用する。
必要な講義資料は事前に教員連絡から配布する。

講義資料を事前配布するので予習をすること。
復習のために授業終了時に小テストの実施、またはレポート作成する。

日本語

授業時間　　：30時間
予習　　　　：  2時間
復習　　　　：28時間
レポート作成： 5時間
試験準備　　：25時間
総学習時間　：90時間

4 質の高い教育をみんなに
9 産業と技術革新の基礎をつくろう

確認テストの提出及び修了試験をもとに評価する。

以下の到達レベルをもって合格の最低基準とする
・船舶構造、性能等について理解していること
・復原性、操船等の安全運航について理解していること
・関係法令について理解していること

hagita@kaiyodai.ac.jp

メールの件名に「船舶運用学」を入れてください。

随時対応しますが、船舶の運航状況等により返信が遅れる場合があります。

乗船実習に関連した内容が含まれるため、予習復習は十分に行うこと。

DA05A2101Ｊ00
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授業科目名
開講学科・専攻
科目区分・専攻分野
対象学年 1年 10
単位区分 必 2単位
開講学期 前期 専攻科◆海洋科学専攻
曜日・時限 金４ (講)３１番
主担当教員
担当教員

授業のねらい（目標・内容・方法）

到達目標

講義実施形態

授業の計画

テキスト・教材・参考書・関連URLな
ど

予習・復習

成績評価の方法

成績評価の基準

教員との連絡方法あるいはオフィ
スアワー

その他履修上の注意
ナンバリングコード
使用言語

学習時間

ディプロマポリシーとの関連

SDGs（持続可能な開発目標）との
関連

船舶情報学
海洋科学専攻科　（共通）　（共通）
専攻科

クラス
単位数
授業形態
講義室

鶴澤 千絵子
鶴澤 千絵子、坂口 雅之、岡 真也
この授業の目的は，漁船，商船，作業船などの各種船種において，無線機器およびその関係法令および国
際条約に関する事項を理解することである。特に，無線通信の係る計測と実技、国内電波法や国際的な無
線の条約とそれに関係するIMO条約など、船舶の情報通信に関係する実際と法令について理解を深める。
 

無線通信の計測方法や各種電波に関わる国内外の法制などの基礎的な事項について，説明できる知識を
習得することを目標とする。  

対面・遠隔（オンデマンド）の併用

注）「併用」は、対面授業のリアルタイム同時配信、授業回毎に対面/遠隔授業を実施、またはこれら両方の
併用、いずれの場合も含みます。

講義はおおよそ以下の内容である。
1. 国際電気通信条約の概要、無線通信規則の概要
2. 無線通信規則の概要、国際電気通信規則の概要
3. ＳＴＣＷ条約の概要、ＳＯＬＡＳ条約の概要、電気通信事業法の概要、船舶安全法の概要
4. 電波法（目的、無線局の免許、無線設備、無線従事者）
5. 電波法（運用）
6. 電波法（業務書類、監督、罰則等）
7. 電圧計、電流計、テスター、高周波電力計、ＳＷＲ計の取扱方法
8. ＤＳＢ、ＳＳＢ、ＦＭ通信装置
9～13. 和文、欧文の送受信の実技
14. 総合試験（定期試験）

テキストを使用する。また適宜プリントを配布する。  

復習を確実に行うこと。  

日本語

①授業時間　30h
②研究室活動 0h 
③予習 10h 
④復習 30h
⑤プレゼン準備 0h
⑥レポート作成 5h
⑦試験準備 15h
⑧教員との討議 0h
⑨関連するセミナーへの参加 0h 
⑩他の研究室活動 0h 
⑪総学習時間 90h

14 海の豊かさを守ろう

定期試験及び実技試験で総合判断し成績とする。

定期試験の得点から到達目標の成度を測り、「一部に改善が必要であるが、おおむね達成できている」の
基準を上回っている場合に合格とする。

随時対応します。あらかじめ連絡をお願いします。
メールアドレス　csekiy0(at)kaiyodai.ac.jp
(at)を＠に変更してください。

特になし  
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授業科目名
開講学科・専攻
科目区分・専攻分野
対象学年 1年 10
単位区分 必 21単位
開講学期 通年 専攻科◆海洋科学専攻
曜日・時限 集中 その他
主担当教員
担当教員

授業のねらい（目標・内容・方法）

到達目標

講義実施形態

授業の計画

テキスト・教材・参考書・関連URLな
ど

予習・復習

成績評価の方法

成績評価の基準

教員との連絡方法あるいはオフィ
スアワー

その他履修上の注意

ナンバリングコード

使用言語

学習時間

ディプロマポリシーとの関連

SDGs（持続可能な開発目標）との
関連

乗船実習
海洋科学専攻科　（共通）　（共通）
専攻科

クラス
単位数
授業形態
講義室

宮崎 唯史
宮崎 唯史

練習船海鷹丸に乗船し、太平洋、インド洋などの遠洋を航海し、船舶の運航に関する高度な知識と技術を
習得する。またマグロ延縄漁業等の実習や海洋観測などを行う。
遠洋航海では、海外の様々な国に寄港し、国際感覚を養う。

船舶運航上で求められる、航海学、運用学、海事法規等について充分に理解し、遠洋航海において実践で
きるようにする。

対面

注）「併用」は、対面授業のリアルタイム同時配信、授業回毎に対面/遠隔授業を実施、またはこれら両方の
併用、いずれの場合も含みます。

１．航海：航海計器（ECDISを含む）、地文航法、天文航法、電波航法、航海計画
２．運用：船舶の構造・設備・復原性・損傷制御、当直、操船、船舶の出力装置、貨物の取扱い及び積付け、
非常措置、医療、捜索及び救助、船位通報制度、乗組員の管理及び訓練、船舶の運航管理及び船内にあ
る者の保護
３．法規：海上衝突予防法、海上交通安全法、港則法、その他海事法令、ＩＭＯ関連条約
４．機関： 主機関、補助機関、甲板機械等の講義及び実習、機関当直
５．漁業：延縄漁業、その他漁業の講義及び実習
６．漁獲物処理：魚種、魚体処理、冷凍、保存法の講義及び実習
７．海洋観測：各種海洋観測法
８．無線通信：無線機器、電磁波工学、電子計測、電気通信術、電波法規他の講義及び実習
９．船舶衛生：船舶衛生学、保健指導、実技実習（看護法、救急処置法その他必要実技実習）
１０．海洋保全：ﾏｲｸﾛﾌﾟﾗｽﾁｯｸなど漂流物の観測
１１．船舶保安に関する訓練・極域航行の講義

参考書を基本として、別途必要に応じてテキストや資料を船で用意し配布する。

学部の乗船漁業実習で配布された教材や海洋科学専攻科前期の講義で配布された教材で予習しておくこ
と。なお航海終了時、復習のためレポートを課す場合がある。

日本語

授業時間： 945 時間
総学習時間：945 時間

 産業と技術革新の基礎をつくろう
 気候変動に具体的な対策を
 海の豊かさを守ろう
 パートナーシップで目標を達成しよう

実習への取組態度、レポート等の提出物、実技、修了試験、訓練記録簿の記載内容などを総合的に判断し
て評価する。

総合的に判断して評価する。

船舶電話　０９０－３０２３－４３５５（海鷹丸）　　随時

海技必修科目であるから、三級海技士免許を取得するためには履修が必要である。

DA05A2169Ｊ00
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